
独立行政法人 情報通信研究機構（非特定） 
 
所在地  東京都小金井市貫井北町４－２－１ 

電話番号 042－327－7429 郵便番号 184－8795 

ホームページ http://www.nict.go.jp/ 

根拠法  独立行政法人情報通信研究機構法（平成 11 年法律第 162 号） 

主務府省 総務省情報通信国際戦略局技術政策課、大臣官房政策評価広報課

（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  昭 27.8 郵政省電波研究所 → 昭 63.4 郵政省通信総合研究所 

      → 平 13.1 総務省通信総合研究所 → 平 13.4 独立行政法人通信総合研究所 

            昭 54.8 通信・放送衛星機構 → 平 4.10 通信・放送機構 

      (*1) → 平 16.4 情報通信研究機構 

目 的 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高

度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属す

る事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正

かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保

及び増進に資することを目的とする。 
業務の範囲 １．情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研

究及び開発を行うこと。２．宇宙の開発に関する大規模な技術開発であっ

て、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。３．周波数

標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。４．電

波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、

並びにその他の通報をすること。５．無線設備（高周波利用設備を含む。）

の機器の試験及び較正を行うこと。 ６．前３号に掲げる業務に関連して必

要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。７．第１号、第２号及び前号

に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。８．高度通信・放送研究開発

を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通

信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。９．高度通信・放送研究

(*1) 



開発のうち、その成果を用いた役務の提供又は役務の提供の方式の改善に

より新たな通信・放送事業分野の開拓に資するものの実施に必要な資金に

充てるための助成金を交付すること。10．海外から高度通信・放送研究開

発に関する研究者を招へいすること。11.情報の円滑な流通の促進に寄与す

る通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成

果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。12.前各号に掲げる業務に

附帯する業務を行うこと。  

○ 上記の業務のほか、１．特定公共電気通信システム開発関連技術に関す

る研究開発の推進に関する法律（平成 10 年法律第 53 号）第４条に規定す

る業務、２．基盤技術研究円滑化法（昭和 60 年法律第 65 号）第７条に規

定する業務、３．通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律（平成 13

年法律第 44 号）第４条に規定する業務、４．特定通信・放送開発事業実施

円滑化法（平成２年法律第 35 号）第６条に規定する業務、５．身体障害者

の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関す

る法律（平成５年法律第 54 号）第４条に規定する業務を行う。 

 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ １５１,８９１百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

情報通信利用促進支援事業費補助金 

貸付回収金 

業務収入 

受託収入 

その他収入 

計 

147,957 

291 

2,369 

75 

538 

7,722 

1,726 

160,677 

28,673 

51,601 

522 

－ 

161 

11,100 

351 

92,408 

支

出 

事業費 

うち 研究業務関係経費 

通信・放送事業支援業務関係経費 

民間基盤技術研究促進業務関係経費 

通信・放送承継事業費 

施設整備費 

受託経費 

借入金償還 

支払利息 

一般管理費 

計 

138,427 

135,493 

2,628 

283 

23 

11,359 

7,722 

28 

0 

11,087 

168,623 

27,598 

26,955 

       567 

     76        

－ 

54,587 

11,100 

－ 

－ 

2,073 

95,358 

＜短期借入金の限度額＞ １，７００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）坂内 正夫 （理事・定数５人以

内・任期２年）髙﨑 ⼀郎、大久保 明、富田 ⼆三彦、益子 信郎、今瀬 真 （監

事・定数２人・任期２年）山本 一晴、（非常勤）林 弘 

＜職員数＞ ９０６人（常勤職員４１４人、非常勤職員４９２人） 



 ＜組織図＞ 

 

 



中期目標 

Ⅰ 中期目標の期間 

機構の第３期における中期目標の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間 

とする。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 効率化目標の設定等 

（１）運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、

一般管理費は毎年度平均で３％以上、事業費は毎年度平均で１％以上の効率化を達成する。 

（２）人件費については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18年月 7日閣議決定）

に基づき、人件費改革の取り組みを平成 23 年度まで継続するとともに、政府における総人件費削減

の取り組みを踏まえ、適切に対応する。 

（３）給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、その適正化に計画的に取り組む。 

２ 地域連携・国際連携の重点化 

（１）地方拠点（リサーチセンター）については、研究開発における地域連携の重要性も踏まえ、ネット

ワークからアプリケーションまでを統合的に実証していくための情報通信実証基盤として真に必要な

機能に重点化した推進を行う。 

（２）海外拠点については、研究開発における国際連携の重要性がますます高まっていることを踏まえつ

つ、アジア研究連携センター、ワシントン事務所及びパリ事務所については、事務所スペースの縮減、

他法人等の事務所との共用化を検討するなど、経費の削減を図る。 

（３）タイ自然言語ラボ、シンガポール無線通信ラボについては、現在実施中のプロジェクトが終了する

ときに廃止する。 

３ 契約の点検・見直し 

「随意契約等見直し計画」に基づき、競争性のない随意契約や一者応札・応募に関する点検・検証を

継続的に行い、契約の一層の適正化を図る。 

４ 保有資産の見直し 

「Ⅳ 財務内容の改善に関する事項」に示すとおり、民間基盤技術研究促進業務、出資業務及び通信・

放送承継業務に係る保有資産の評価を行い、不要資産を国庫返納する。 

５ 自己収入の拡大 

保有する知的財産について、保有コストの削減を図るとともに、技術移転活動の活性化により、更な

る実施許諾収入の増加を図る。 

６ 内部統制の強化 

（１）平成２０年７月に設置された「リスク管理委員会」において、引き続き、機構の業務に係るリスク

を組織横断的に管理し、年度計画である「コンプライアンス推進行動計画」を策定して職員のコンプ

ライアンス意識醸成のための取り組み（講習会等）を進めるとともに、公益通報制度を活用したリス

クの早期発見及び早期対応に取り組む。 

（２）内部評価を実施し、業務上の問題点を把握するとともに、職員の問題意識を把握できる機会を継続

的に確保する。 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

機構における業務の質の向上のため、以下の事項を踏まえて、独立行政法人情報通信研究機構法第１

４条に掲げる業務を推進していくことが必要である。 

１ 研究開発業務 

研究開発業務については、研究成果の社会還元の促進、我が国の国際競争力の強化、他の研究機関と

の連携・協力による相乗効果や無駄な重複排除の観点を踏まえ、機構が持つ強みを活かすことで、社会

的課題解決やイノベーションの創出への貢献が期待されるテーマに重点化を図る。 

また、委託研究については、自主研究との一体的な実施により効率化が図られる場合に限定し、テー

マの一層の重点化を図り実施する。 

（１）効率的・効果的な研究開発の推進 

ア 研究開発の重点化 

平成２７年度までの第３期中期目標期間においては、「グリーン」「ライフ」「未来革新技術」の３

分野に重点化し、以下のような重点プロジェクト（概要は別添のとおり）を推進する。 

・脳活動の統合的活用による情報通信技術、脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発 

・新世代ネットワーク基盤技術 

・いつでもどこでも接続可能なブロードバンドワイヤレス技術 

・フォトニックネットワーク技術 



・革新的な３次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術 

・最先端ネットワークセキュリティ技術 

・防災・減災対策に貢献する衛星通信技術 

・革新機能創成技術 

・ユニバーサル音声・言語コミュニケーション技術 

イ 研究開発業務の効果の最大化 

機構の強みを生かした研究開発推進のため、技術的親和性の高さを重視した研究開発体制に見直す

とともに、特定の課題に対して組織横断的かつ機動的に取り組む仕組み（連携プロジェクト）を活用

することで分野横断的な成果創出の促進を図る。 

共同研究等による相乗効果を期待し、外部の研究機関との積極的な連携によるリソースの有効利用

を図る。 

ウ 客観的・定量的な目標の設定 

機構が取り組む研究開発の実施に当たり、客観的・定量的指標による管理を推進するため、その研

究内容を踏まえた適切な指標を設定する。また、アウトプットを中心とした目標に加え、国民に分か

りやすい成果を上げるという観点から、費用対効果や実現されるべき成果といった視点による目標を

設定する。 

エ 効率的・効果的な評価システムの運営 

内部評価及び外部評価（部外の専門家及び有識者による評価）の実施に当たっては、「国の研究開

発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日内閣総理大臣決定）に準じ、評価が戦略的な

意思決定を助ける重要な手段であることを念頭に置きつつ、活用され変革を促す評価となるよう、だ

れがどのように評価結果を活用するかについてあらかじめ明確にした上で、当該研究開発に係る政策

目標を踏まえた評価項目・評価基準の明確かつ具体的な設定に努めるとともに、成果の社会還元の意

識を高め、優れた成果創出に繋ぐことに主眼を置いた効果的な研究評価の実施を図る。 

また、評価の結果については、個々の研究開発課題の取組及び成果に対する評価に加え、その成果

の普及及び実用化の状況、他の研究機関における取組の状況等を把握・分析し、研究開発の見直しに

活用する。 

あわせて、評価制度を活用することにより、研究開発期間中においても、重点化を図る３分野との

関連が明確ではない研究開発課題、所期の目標を達成できる見込みである研究開発課題、又は、社会

環境の変化等から必要性がなくなったと認められる研究開発課題については、廃止又は縮小する方向

で不断の見直しを行う。 

（２）国民のニーズを意識した成果の発信・展開 

我が国が強みを持つ技術を持続的に創出し、着実にその社会還元や国際展開を図っていくため、社

会的ニーズを踏まえて、研究成果の利活用や社会還元の意識を強くもって研究開発を進めるとともに、

研究環境のグローバル化を進め、研究開発の早い段階から、産学官連携、海外の研究機関等との連携・

協力を推進するなど、技術マネジメントの面にも注力する。 

ア 成果の積極的な発信 

個々の研究成果について、その科学的・技術的知見や意義などを知的財産権の実施許諾、民間企業

等への技術移転、学術論文の公表、広報活動などの方法により、広く社会に公表することや情報通信

政策に反映させることなどによって、社会経済のニーズに対応した成果を意識した分かりやすい情報

の積極的な発信に努めるため、広報戦略の策定を検討し、研究開発成果のみならず、機構の活動全体

が効果的に社会に認知される仕組みの強化を図る。 

また、研究開発で得られた各種データ等の研究成果については、機構の重要な財産であるとの認識

の下、これまでの研究成果の蓄積による知的財産や知的共通基盤を産学官で有効活用するための機能

強化を図る。 

イ 国際標準化への寄与 

我が国発の情報通信関係の国際標準を積極的に獲得するため、技術的優位にある分野における国際

標準化活動について主導性を発揮するとともに、標準化活動に的確に対応できる人材の育成を行う。 

ウ 知的財産の活用促進 

知的財産権の適切な確保と、確保した知的財産権の有効活用により、機構の研究成果の社会への移

転を推進する。 

特に、技術移転事務については、関係する部署間の連携強化を図り、より効果的な技術移転を推進

する。 

エ 産学官連携強化及び研究環境のグローバル化 

将来の社会を支える情報通信基盤のグランドデザインを提示するとともに、その具現化を図る研究



開発を、産学官でビジョンを共有して推進する機能の強化を図る。 

機構が有するテストベッド等の実証プラットフォームのより一層の有効活用を図る。 

国際展開の促進のために、国際的な人材交流、共同研究等の強化を図る。 

（３）職員の能力発揮のための環境整備 

ア 戦略的な人材獲得等による業務運営の高度化 

（ア）戦略的な人材獲得 

国家公務員法等にとらわれない採用制度により、研究開発戦略に即した機動的な人材獲得を行う。

また、若手、女性、外国人研究者の採用を積極的に進める。 

（イ）人材の交流と育成 

柔軟な人事制度を活用し、職員の能力向上を目的に、産業界や海外の有力研究機関等との間で優

れた人材の派遣や招へいなどの人事交流を積極的に行う。 

（ウ）弾力的な兼業制度の活用 

民間企業等への技術移転などに積極的に取り組むため、弾力的な兼業制度の活用を推進する。 

（エ）弾力的な勤務形態の利用促進 

多様な職務とライフスタイルに応じたより弾力的な勤務形態の利用を促進し、より自主性・自律

性の高い業務・組織運営を図る。 

イ 職員の養成、資質の向上 

（ア）能力主義に基づく公正で透明性の高い人事制度の確立 

創意工夫により新たな価値を生み出すためには、人事における健全な競争の促進と公正さの担保

が必要であり、能力主義に基づく公正で透明性の高い人事システムを確立する。また、研究者の採

用において、公募等の開かれた形で幅広く候補者を求め、性別、年齢、国籍等を問わない競争的な

選考を行う。さらに、職員の処遇において、能力や業績を的確にかつ多面的に評価し、優れた業績

に対して積極的に報いる。 

（イ）人材の効果的な活用 

職員の適性と能力に合わせた多様なキャリアパスを設定し、様々な能力を有する人材の効果的な

活用を図る。また、男女共同参画に配慮した職場環境の整備を進めていくとともに、意欲と能力の

ある女性職員の活用に積極的に取り組む。 

また、研究活動の活性化を維持するため、有期雇用の積極的な活用に努めるとともに、更新可能

な有期雇用を行うことなどにより人材の流動性を高める。 

さらに、知的財産を戦略的に活用できる人材や研究開発を効果的に市場価値に結実させることが

できる人材など、我が国のイノベーション創出を支える人材、プログラムオフィサー等研究開発の

マネジメントを効率的・効果的に実施する人材、研究者・技術者と社会との間のコミュニケーショ

ンを促進する役割を担う人材等の育成を行う。 

ウ 総合的な人材育成戦略の検討 

人材の獲得・育成や、多方面で活躍できるキャリアの構築等を含めた総合的な人材育成戦略を検討

する。 

２ 研究支援業務・事業振興業務 

研究支援業務・事業振興業務については、国の政策目的達成のために必要なものに限定しつつ、引き

続き効率的かつ効果的に実施していく。 

また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）を踏まえ

た各業務の必要性、業務内容、実施主体等に関する検討結果に適切に対応する。 

各業務における支援対象の選定に当たっては、第三者委員会の設置など適切な方法により評価を行い、

透明性の確保に努める。 

（１）高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援 

ア 高度通信・放送研究開発に対する助成 

高度通信・放送研究開発に対する支援として、当面の間、「国際共同研究助成金」及び「高齢者・

チャレンジド向け通信・放送サービス充実研究開発助成金」の交付を行う。 

国際共同研究助成金については、助成による研究交流又は共同研究の進展の具体的内容などを定量

的な指標として定めるものとする。 

高齢者・チャレンジド向け通信・放送サービス充実研究開発助成金については、助成終了後３年以

上経過した案件の通算の事業化率２５％以上を目標として、助成先に研究開発成果の事業化に努める

よう働きかけを行う。 

イ 海外研究者の招へい等による研究開発の支援 

高度通信・放送研究開発を促進するとともに、我が国の情報通信技術の研究レベルの向上を図るた



め、「海外研究者の招へい」及び「国際研究集会の助成」を行う。 

本業務の実施に当たっては、Ⅲ１（１）に示す分野を対象にするものとする。 

助成による研究交流又は共同研究の進展の具体的内容などを定量的な指標として定めるものとす

る。 

海外研究者の招へいについては、ウ（イ）の「国際研究協力ジャパントラスト事業」との運用面で

の一体的実施を図る。 

ウ 民間における通信・放送基盤技術に関する研究の促進 

（ア）基盤技術研究の民間への委託に関する業務 

民間のみでは取り組むことが困難なリスクの高い技術テーマについて、民間の能力を活用して機

構が資金負担を行うことによりその研究開発を推進するため、財政投融資特別会計からの出資金を

原資として実施してきた「民間基盤技術研究促進業務」については、委託研究の継続案件に限り、

着実に実施する。 

当該業務に係る繰越欠損金の解消に向け、事後評価終了後も定期的に追跡調査を行うとともに、

事後評価の結果を踏まえ、事業化の促進を図ることなど、売上（収益）納付に係る業務の着実な実

施に努める。 

（イ）基盤技術研究者の海外からの招へい業務 

民間の研究機関における通信・放送基盤技術に関する研究レベルの向上を図るため、民間の公益

信託の運用益等を原資として、海外から優秀な研究者を招へいする「国際研究協力ジャパントラス

ト事業」を着実に実施する。 

助成による研究交流又は共同研究の進展の具体的内容などを定量的な指標として定めるものと

する。 

また、実施に当たっては、イの「海外研究者の招へい」との運用面での一体的実施を図る。 

（ウ）通信・放送承継業務 

財政投融資特別会計からの出資金等を原資として実施している通信・放送承継業務について、貸

付金の適切な管理及び効率的な回収を行い、平成２４年度末までの業務の完了に努め、業務が完了

したときは、通信・放送承継勘定を廃止する。 

（２）利便性の高い情報通信サービスの浸透支援 

次世代の情報通信サービスのシーズを生み出す情報通信ベンチャー企業の事業化、民間電気通信事

業者等による投資が困難な地域におけるブロードバンドサービス、チャレンジド向けの情報通信サー

ビスの普及に対する支援等を行う。 

これらの業務の実施に当たっては、情報提供の充実や標準処理期間の明示等により利用者に利便性

の高い業務となるよう努めるとともに、政策目標に関連した具体的かつ定量的な目標の達成度に応じ

て、事業の見直しを行いつつ、着実に進めることとする。 

ア 情報通信ベンチャー企業支援 

次世代のより豊かで多様な情報通信サービスを実現するため、独創的な技術のシーズを有し、かつ、

資金調達が困難な情報通信ベンチャー企業に対し、情報提供及び交流事業、出資、債務保証等の支援

を行う。 

情報通信ベンチャーに対する情報提供及び交流事業については、実施の結果、ベンチャーの創業や

事業拡大にどの程度の貢献があったかといった成果を明らかにする客観的かつ定量的な指標により

成果を把握しつつ行い、この成果を踏まえて廃止を含めて事業の在り方を検討する。 

財政投融資特別会計からの出資金を原資として実施してきた出資業務のうち、投資事業組合を通じ

た出資業務については、平成２４年末をもって終了する。また、当該業務に係る繰越欠損金の解消に

向け、配当金又は分配金の着実な受取に努める。 

信用基金の運用益によって実施している債務保証業務については、現在保証中の既往案件を適切に

管理するとともに、ニーズ等を踏まえつつ適切に実施する。 

イ 情報通信インフラ普及支援 

ＩＣＴを国民生活や経済活動の全般に組み込むことにより、経済社会システムの抜本的効率化やイ

ノベーションを生み出す基盤の構築及び当該基盤の利活用の促進並びに情報格差（デジタル・ディバ

イド）の是正等に向けて、以下の政策目標の達成に資するため、地域通信・放送開発事業に対する利

子補給、情報通信インフラストラクチャーの高度化のための債務保証等の支援を行う。 

（ア）２０１１年（平成２３年）７月２４日の地上アナログテレビ放送終了後は、採算の取れない山間

辺地を中心とする難視地域に中継局を整備し、全国どこでも地上デジタルテレビ放送の受信ができ

るような環境を整備 

（イ）２０１５年（平成２７年）頃を目途に超高速ブロードバンドの全ての世帯での利用を実現 



信用基金の運用益によって実施している地域通信・放送開発事業に対する支援（利子補給）業務に

ついては、適用利率の適正化を図るとともに、ニーズ等を踏まえつつ適切に実施する。 

信用基金の運用益によって実施している情報通信インフラストラクチャーの高度化のための債務

保証業務については、ニーズ等を踏まえつつ適切に実施する。 

高度電気通信施設整備基金により実施してきた電気通信基盤充実のための施設整備事業に対する

助成（利子助成）業務については、既往案件の助成期間終了まで着実に実施する。 

ウ 情報弱者への支援 

誰もが等しく通信・放送役務を利用できる情報バリアフリー環境の実現を図るため、 

次の事業を実施する。 

（ア）国が定める「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」（平成１９年１０月策定）に規定する普及目

標（平成２９年度までに、字幕放送については対象の放送番組のすべてに字幕付与、解説放送につ

いては対象の放送番組の１０％に解説付与する等）を実現すること等により、視聴覚チャレンジド

の放送を通じた情報アクセス機会の均等化の実現を図るため、国庫補助金を原資として、字幕番組

等の制作を行う放送事業者等に対する助成を実施する。 

なお、助成については、普及状況を踏まえて番組制作の助成対象を必要最小限とするとともに、

放送事業者の規模や財務状況等を踏まえて助成率を必要最小限とするなど助成率の適正化を図る

ものとする。 

（イ）チャレンジドの通信・放送役務の利用利便の増進を図るため、国庫補助金を原資として、チャレ

ンジド向け通信・放送役務の提供・開発を行う者に対する助成等を実施する。助成に当たっては、

助成終了２年後における継続実施率が７０％以上となることを目標とする。 

（ウ）散在化・狭域化しているＮＨＫの地上テレビジョン放送の難視聴地域を減少させるための業務に

ついて、国から受託した場合には、適切に実施する。 

３ その他 

電波利用料財源による業務、型式検定に係る試験事務、情報収集衛星に関する開発等について、国か

ら受託した場合には、適切に実施する。 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

１ 一般勘定 

運営費交付金を充当して行う事業については、「Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項」で示した事項に

ついて配慮し、特許料収入等の適正な自己収入を見込んだ上で、中期計画の予算及び収支計画を作成し、

当該予算及び収支計画による運営を行う。 

また、競争的資金等の外部資金の増加に努める。 

その他、保有資産について、不断の見直しを行う。 

２ 基盤技術研究促進勘定 

本勘定に係る繰越欠損金の解消に向け、委託対象事業の事業化計画等に関する進ちょく状況や売上状

況等の把握、把握したデータ等に基づく売上納付・収益納付に係る業務を着実に実施する。 

また、保有国債などの資産のうち、既往案件の管理業務等の経費に掛かる必要最小限の資産を除き、

不要資産は国庫納付する。 

３ 債務保証勘定 

各業務の実績を踏まえるとともに今後のニーズを十分に把握し、基金の規模や運用の適正化を図る。 

債務保証業務については、財務内容の健全性を確保するため、債務保証の決定に当たり、資金計画や

担保の確保等について多角的な審査・分析を行い、保証範囲や保証料率については、リスクを勘案した

適切な水準とする。 

また、業務の継続的実施のために信用基金を維持する観点から、保証債務の代位弁済及び利子補給金

の額は同基金の運用益及び剰余金の範囲内に抑えるように努める。 

なお、これらに併せて、信用基金の運用益の最大化を図る。 

４ 出資勘定 

本勘定に係る繰越欠損金の解消に向け、配当金又は分配金の着実な受取に努める。 

（１）投資事業組合の財産管理 

投資事業組合を通じた出資については、平成２４年末の組合解散時までに、繰越欠損金の解消に向

けて可能な限り財産の最大化を図るべく、株式新規公開の実現や、組合保有株式の適時適切な売却や

着実な配当の受け取りを行うよう、業務執行組合員に要請する。 

なお、透明性を高める観点から、投資事業組合の財務内容を毎事業年度公表する。 

（２）その他の出資先法人の財産管理 

ア 毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて、各出資先法人の経営内容の把握に努め、経営状況に



応じて、毎月の収支状況、資金の推移を求めるなどより的確に経営状況の把握を行い、経営健全化

計画を提出させる等、事業運営の改善を求める。 

イ 事業運営の改善が見られず、経営状況の一層の悪化が見込まれる法人については、関係府省及び

他の出資者とも協議しつつ、可能な限り早期の株式処分を図る。 

また、保有国債などの資産のうち、既往案件の管理業務等の経費に掛かる必要最小限の資産を除

き、不要資産は国庫納付する。 

５ 通信・放送承継勘定 

保有国債などの資産のうち、不要な資産を業務の終了予定年度より前倒しして国庫納付する。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

安全で良好な研究環境を提供するため、長期的な展望に基づき、アウトソーシングなどを活用しつつ、

適切に自主営繕事業を推進し、業務の実施に必要な施設及び設備の計画的かつ効率的な整備に努める。 

２ 業務・システムの最適化の推進 

機構の電子処理システムを高度化すること等により、業務・システムの最適化を進める。 

また、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する

とともに、利用者の利便性の向上を図る。 

３ 業務運営上の安心・安全の確保 

（１）事故及び災害の未然防止等の安全確保策を推進する。 

（２）職員の健康増進、女性・外国人研究者にも配慮した適切な職場環境の確保に引き続き努める。 

（３）メンタルヘルス、人権等の労務問題への効果的な対応を図る。 

（４）庁舎のセキュリティの確保に引き続き努める。 

（５）災害や緊急事態に即応可能な危機管理体制を構築する。 

４ 省エネルギーの推進と環境への配慮 

研究活動に伴う環境影響に配慮するとともに、環境負荷低減に向けたエネルギーの有効利用促進に引

き続き積極的に取り組む。 

５ 情報の公開・保護 

公正で民主的な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保するという観点から、情報の公開

及び個人情報保護に適正に対処する。 



法人単位 （単位：円）

科 目

資産の部

Ⅰ 流動資産
現金及び預金 18,736,215,299
有価証券 4,323,648,974
たな卸資産 205,750,145
前渡金 11,989,993,939
前払費用 5,497,992
未収収益 28,213,485
未収消費税等 86,465,923
未収入金 2,884,748,244
貸倒引当金 △ 1,770,046

繰延税金資産 1,709,636

流動資産合計 38,260,473,591

Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産

建物 40,347,460,555
減価償却累計額 △ 13,626,577,445
減損損失累計額 △ 82,714,082 26,638,169,028

構築物 7,164,095,210
減価償却累計額 △ 4,021,831,919
減損損失累計額 △ 1,794,658 3,140,468,633

機械装置 1,107,932,180
減価償却累計額 △ 971,754,423
減損損失累計額 △ 309,530 135,868,227

車両運搬具 272,495,457
減価償却累計額 △ 260,733,942 11,761,515

工具器具備品 86,907,421,121
減価償却累計額 △ 67,339,573,773
減損損失累計額 △ 157,302,113 19,410,545,235

土地 36,589,488,168
減損損失累計額 △ 1,151,625,820 35,437,862,348

建設仮勘定 459,043,375

有形固定資産合計 85,233,718,361

２ 無形固定資産
特許権 477,753,721
商標権 612,529
施設利用権 3,583,425
ソフトウェア 1,783,965,296
借地権 47,423,000
電話加入権 2,796,000
著作権 12,600,000
工業所有権仮勘定 508,438,047

無形固定資産合計 2,837,172,018

３ 投資その他の資産
投資有価証券 8,110,571,391
関係会社株式 380,728,347
長期性預金 60,000,000
破産更生債権等 334,033,320
貸倒引当金 △ 334,033,320 0

敷金・保証金 41,315,377

投資その他の資産合計 8,592,615,115

固定資産合計 96,663,505,494

資産合計 134,923,979,085

借 表借 表貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表
（平成25年3月31日）

金 額

【情報通信研究機構】



科 目

負債の部

Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務 5,144,679,832
預り施設費 331
未払金 8,725,604,976
未払費用 60,808,153
未払法人税等 20,584,000
前受金 12,190,253,565
預り金 109,235,348
引当金
賞与引当金 4,086,038 4,086,038

リース債務 101,131,350

流動負債合計 26,356,383,593

Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金 15,348,504,512
資産見返補助金等 51,980,666
資産見返寄附金 169,790,043
資産見返物品受贈額 1,840
建設仮勘定見返運営費交付金 21,519,875
建設仮勘定見返施設費 427,901,500 16,019,698,436

長期預り補助金等
高度電気通信施設整備促進基金 1,712,930 1,712,930

引当金
退職給付引当金 332,630
保証債務損失引当金 214,249,272 214,581,902

資産除去債務 357,666,191
長期リース債務 279,628,539

固定負債合計 16,873,287,998

負債合計 43,229,671,591

純資産の部

Ⅰ 資本金
政府出資金 148,643,878,466
日本政策投資銀行出資金 2,800,000,000
民間出資金 447,176,246

資本金合計 151,891,054,712

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 21,912,359,527
損益外減価償却累計額 △ 25,173,931,655
損益外減損損失累計額 △ 1,170,198,110
損益外利息費用累計額 △ 16,138,278
民間出えん金 2,386,650,000

資本剰余金合計 △ 2,061,258,516

Ⅲ 繰越欠損金 △ 58,135,488,702

純資産合計 91,694,307,494

負債純資産合計 134,923,979,085

金 額



法人単位 （単位：円）

科 目

経常費用

研究業務費
人件費 ＊１ 5,467,151,670
減価償却費 6,640,432,588
その他の研究業務費 ＊２ 16,249,815,381 28,357,399,639

通信・放送事業支援業務費
人件費 32,020,156
情報通信技術開発支援等業務費 459,821,600
地域通信・放送開発利子補給金 19,899,636
高度電気通信施設整備促進助成金 1,165,720
減価償却費 19,950
その他の業務費 5,991,674 518,918,736

民間基盤技術研究促進業務費
人件費 35,171,486
減価償却費 19,950
その他の業務費 ＊３ 14,787,247 49,978,683

国及び地方公共団体受託業務費
人件費 163,343,371
減価償却費 202,097,944
その他の受託業務費 ＊４ 4,618,229,235 4,983,670,550

その他の団体受託業務費
人件費 59,136,994
減価償却費 67,094,371
その他の受託業務費 ＊５ 326,468,151 452,699,516

通信･放送承継業務費
人件費 16,272,626
その他の業務費 147,887 16,420,513

一般管理費
人件費 ＊６ 1,079,376,081
減価償却費 197,977,695
その他の一般管理費 ＊７ 934,577,068 2,211,930,844

財務費用
支払利息 5,638,288
投資事業組合出資損 3,562,676 9,200,964

雑損 864,000

経常費用合計 36,601,083,445

益 書損 益 計 算 書
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

金 額



科 目

経常収益
運営費交付金収益 23,020,094,682
施設費収益 276,041,400
補助金等収益 471,804,874
事業収入

高度電気通信施設整備基金戻入 1,165,720
研究支援事業収入 3,183,360
基盤技術研究促進事業収入 51,659,198
債務保証事業収入 733,017
信用基金運用収入 101,110,658
融資事業収入 121,411 157,973,364

受託収入
国及び地方公共団体受託収入 4,831,215,560
その他の団体受託収入 478,650,599 5,309,866,159

寄附金収益 17,091,707
資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 6,465,573,315
資産見返物品受贈額戻入 285,782,262
資産見返補助金等戻入 5,433,650
資産見返寄附金戻入 96,871,244 6,853,660,471

財務収益
受取利息 12,282,093
有価証券利息 128,131,717
為替差益 2,054,344 142,468,154

雑益
消費税還付額 97,689,568
貸倒引当金戻入益 5,130,000
研究開発資産売却収入 61,448,550
雑益 ＊８ 142,833,035 307,101,153

経常収益合計 36,556,101,964
経常損失 △ 44,981,481

臨時損失
固定資産除却損 57,050,120
減損損失 1,744,076
貸倒引当金繰入 7,752,527
その他の臨時損失 ＊９ 2,181,503,845 2,248,050,568

臨時利益
資産見返運営費交付金戻入 46,009,452
資産見返物品受贈額戻入 7,090,789
資産見返寄附金等戻入 1,906,748
債務保証損失引当金戻入益 7,104,000
環境整備引当金戻入益 824,808,600
その他の臨時利益 ＊１０ 2,190,102,891 3,077,022,480

税引前当期純利益 783,990,431
法人税、住民税及び事業税 20,584,000
法人税等調整額 129,544 20,713,544
当期純利益 763,276,887
前中期目標期間繰越積立金取崩額 228,515,731
当期総利益 991,792,618

金 額


